




























































  

当第１四半期連結会計期間末(平成23年５月31日)及び当第１四半期連結累計期間(自  平成23年３月１日  

至  平成23年５月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数 

 
  

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 
  

  

３．新株予約権等の四半期連結会計期間末残高 

ストック・オプションとしての新株予約権 

 
  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第１四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配

当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

  

５．株主資本の著しい変動に関する事項 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

(株主資本等関係)

株式の種類
当第１四半期 
連結会計期間末

普通株式(株) 48,000,000

株式の種類
当第１四半期 
連結会計期間末

普通株式(株) 706,602

会社名
当第１四半期

連結会計期間末残高 
(百万円)

提出会社(親会社) 78

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月18日 
定時株主総会

普通株式 189 4.00 平成23年２月28日 平成23年５月19日 利益剰余金
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 【事業の種類別セグメント情報】 

 
  
(注) １. 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、繊維製品の製造販売関連事業、その他の事

業に区分しております。 

２. 各事業の主要な製品 

 (1) 繊維製品の製造販売関連事業 

    アパレル…………婦人服・婦人洋品、子供洋品・ベビー服、紳士洋品、 

ホームウエア・インテリア 

    テキスタイル……服地 

 (2) その他の事業 

    合成樹脂……合成樹脂原料(レジン)、樹脂フィルム 

    産業資材……産業用繊維、家具、自動車部品 

    物流事業……商品物流関連事業 

    賃貸事業……事務機器等のリース、不動産の賃貸管理 

  

 前第１四半期連結累計期間において、本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が

90％超であるため、記載を省略しております。 

  

 前第１四半期連結累計期において、海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略し

ております。 

  

(セグメント情報等)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日 
  至 平成22年５月31日)

繊維製品の製造 
販売関連事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

15,006 1,013 16,020 ― 16,020

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 377 377 (377) ―

計 15,006 1,391 16,397 (377) 16,020

営業利益 201 49 250 3 254

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。 

当社グループは、当社を中心に各種繊維製品の製造・販売を主たる事業とし、その他に、当社及び

子会社1社において不動産等の賃貸事業を行っており、各事業単位について包括的な戦略を立案し、事

業活動を展開しております。 

従って、当社は製品・サービス別のセグメントから構成され、「繊維製品の製造販売関連事業」及

び「賃貸事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「繊維製品の製造販売関連事業」は、婦人服・婦人洋品、子供洋品・ベビー服、紳士洋品、ホーム

ウエア・インテリア、服地の製造販売をしております。 

「賃貸事業」は、不動産の賃貸管理、事務機器等のリースをしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日  至 平成23年５月31日） 

 
(注) １. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、合成樹脂・化成品販売事業及び物

流事業を含んでおります。 

２. セグメント利益の調整額２百万円には、セグメント間取引消去２百万円、棚卸資産の調整額△０百万円が含

まれております。 

３. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

【セグメント情報】

報告セグメント

その他(注1)
(百万円)

合計 
(百万円)

調整額(注2)
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額
(注3)(百万円)

繊維製品の製造 
販売関連事業 
(百万円)

賃貸事業
(百万円)

計
(百万円)

売上高

 外部顧客への売上高 15,290 65 15,355 928 16,284 ― 16,284

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

0 25 26 388 414 △ 414 ―

計 15,291 90 15,382 1,316 16,698  △ 414 16,284

セグメント利益 231 36 267 73 341 2 343

（追加情報)
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資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著

しい変動はありません。 

(注) 当第１四半期連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20 

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成

20年３月31日）を適用しているため、当第１四半期連結会計期間の期首における残高を前連結会計年

度の末日における残高としております。 

  

１  １株当たり純資産額 

  

 
  

２  １株当たり四半期純利益金額等 

第１四半期連結累計期間 

  

 
(注) １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

 
  

(資産除去債務関係)

(１株当たり情報)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末 
(平成23年２月28日)

 

577円57銭 578円98銭

前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年３月１日
至  平成22年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年３月１日
至  平成23年５月31日)

１株当たり四半期純利益金額 ４円72銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ４円69銭

１株当たり四半期純利益金額 62銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 62銭

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日 
  至 平成22年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日 
  至 平成23年５月31日)

１株当たり四半期純利益

 四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 227 29

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

 普通株式に係る四半期純利益(百万円) 227 29

 普通株式の期中平均株式数(千株) 48,223 47,370

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

 普通株式増加数(千株) 216 225

 (うち新株予約権)(千株) (216) （225）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式
について前連結会計年度末から重要な変動がある場
合の概要

― ―

－34－



  

該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)

２ 【その他】
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成22年７月13日

タキヒヨー株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているタ

キヒヨー株式会社の平成22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間(平成22年３月１日から平成

22年５月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、タキヒヨー株式会社及び連結子会社の平成

22年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  秦   博 文    印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士  渡 辺 眞 吾    印

(注) １. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。



  

  

平成23年７月13日

タキヒヨー株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているタ

キヒヨー株式会社の平成23年３月１日から平成24年２月29日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成23年３月１日から平成23年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間(平成23年３月１日から平成

23年５月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、タキヒヨー株式会社及び連結子会社の平成

23年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  秦   博 文    印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士  渡 辺 眞 吾    印

(注) １. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。




